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原発事故の放射能被害に曝される子ども

たちに ､ いち早く 学校丸ごと避難してもら

うための ｢ふく しま集団疎開裁判｣ は ､

1 年 8 ケ 月という異例の長期審理 の末､

却下 となりま した ｡

子 どもたちを救うまで には ､ い ま 一 歩

及びませ ん で した が ､ こ の裁判 の中で仙 台

高裁は ､ はじめて 低線量被曝に よ る可能性

と､ こ れを避けるために は避難しかない

こ とに言及しました ｡

この ｢敏幸認定｣ を
一

里塚と し､

そ して 未だ十分に運用されて い な い

｢原発事故子ども ･ 被災者支援法｣ をどう

活か してゆくか ､ みや ぎを含めた放射能被害

に曝されるすべ て の子 どもたちを守 っ て ゆく

遺すじを､ 市民の み なさんと共 に考えられ

たらと患 います｡
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1 7 :3 0 開会 主催者 ､ 来賓挨拶

1 , ふ < しま集団疎開裁判 1 箋 = 審 4 ･ 2 4

却下決定の意味と成果

ふ< しま集団疎開裁判第 一 次裁判弁護団

2 . ふ < しまの子どもたち ･ 現地か らの声
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. 原発事故子 ども ･ 被災者支援法 の活用 と

みやぎの取り組み

みやぎ脱原発 風 の会 篠原弘典 氏
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2 0 1 3 年 4 月 2 4 日仙台高裁決定に つ い て の声明
2 0 1 3 年 4 月 2 6 日

ふくしま集団疎開裁判弁謹団

1 平成 2 5 年 ( 2 0 1 3 年) 4 月 2 4 日, 仙台高裁第 2 民事部払 福島県郡山市立小, 中学生1 4 人が, 郡山市に対し, 年 1 ミリシ
ー ベ

ル トを超える環療下の学校施設で教育活動を実施することの差止め, 及硯 年 1 ミリ シ
･ - { りレト以下の環費下の学 餓 設で教育活動を実施

することを求めた民事仮処分事件 ( いわゆる r ふくしま 翻 裁判｣) の抗告審 (なお. 抗告した子どもの数は 1 0 名■) にお い て, その中

立 てを却下する旨の決定をした｡

2 決定理由の骨子は次のとおりである (分かりやすさのために, 趣旨を変えない限度で言葉を足 して いる) ｡

( 1) チ ェ ル ノブイリ原発事故によ っ て生じた 鵬 専, 福島県県民健康管甥閣査の結果, 現在の郡山市における空観線盈率等によれば,

子 どもたちは, 低線虫の放射軌こ間断なく晒されており, これによる, その生命
･ 身体 ･ 健康に対する被事の発生が危惧され, 由々 しい

事態の進行が懸念される｡ こ の被ばくの危険軋 これまでの除染作業の効果等に鑑みても. 郡山市から転居 しない限り容易に解放されな

い状態にある.

(2 ) も っ とも, 中長期的にほ懸念が残るもの の , 現在直ちに不可逆的な 醐 を及ぼす恐れがあるとまでは証池上認め難l ヽ

( 3) 子どもたち軋 学校生括以外の日常生活におい て既に牢 1 ミリシ
ー ー むレトを超える被ばくをしており. 引き続き郡山市に居住する限

り, 郡山市内の学 憮 における教育活動を差 し止めて みて も, 被ばく邑を午 1 ミ サシ
ー ー りレ ト以下に掬えると いう目的を達することが

できない から, 子 どもたちにこれを差し止める権利が発生する余地はない｡

( 4 ) 子 どもたちに対して郡山市の学校施設で教育活動を劇結することは, 直ちにそ の生徒の生命身体の安全を侵害するほどの危険がある

とまで認め得る証拠もないから, 直ちに不当ではなレヽ 子どもたちの避難先での教育Iま地元 の教育機関により行われるのが原則であり,

避難元の公的教育機関がわざわぎ地元の教育機関を差 し置いてまで別の学鮫施設を開設する必要はない｡ 子どもたちが自主避難した場合

払 子どもたちは避難先の公的教育機関で教育を受けることで被ばく被害を回避する目的は達成される｡ 言
い換えれば, 子どもたちは郡

山市に対し避難先での学校教育を求める ことはできず, また, 郡山市は避難先で教育活動を実施す
べ き義跨を負うもの でなV ヽ

( 5) 子どもたちに自 瑚 財呈困炸とす べき事情は認められず, 保全 の必要性がない

3 本決定は , 低線怠披ばくが子どもたちの生胤 身嵐 健康に与える影響に つ い て 2 の(D にさ乱
､ て正 しい認独を示しながら, 同⑲におい

ては, ｢ 中長期的には懸念が残るもの の, 触 直ちに不可逆的な悪影響を及ぼす恐れがあるとまでは誕池上認め難い｣ と述
べ ね しか し, 本

決定が引用する福島県健康管理調査によれば, こ れま で 1 0 0 万人に 1 人と言われていた小児甲状腺がん 汎 僅か 3 万 8 0 0 0 人の余りの

検査で既に8 名確定診断され, 7 名が強く疑われて いる｡ もはや, 危険は中長期的なものではなく, 今現屯 健廉故事に つ い て不可逆的な

悪 蹄 を及ぼす恐れがある可能性が惑い のである｡ そ の意味でこ の部分は重大な事実の誤認であり. 撤回す べきである｡

4 私たちは, 子どもたちに対 して教育を実施する 証 上の義務を負う郡山市は, 子どもたちに対し, 安全な環境下で教育を実施する義務

がある, すなわち, 子どもたちを避難させる義務を負うと主張して い た 小中学校の設置場所につ い て 軋 rその 区域内に設けるのが原則で

あるが, やむをえない理由がある場合は区域外に設けることもできるJ (昭和3 4 年 4 月 2 3 日文科省通達) の である｡ また, 私たち吼 経

済的間亀 子どもの気持ちの間凰 行政による放射髄安全宣伝の浸透等から, 今の福島で自主避難を決断することがいかに困難であるかを

力親してきた｡ しか し, 本件決定払 子どもたちが自主避難すれば｣ 郡山市と してやる
べ きことはなく, 郡山に住み経けるの なら, 郡山市

が子どもの被ばくを1 ミリシ
ー ベ ル ト以下に押さえるすべ はない という特異な理屈で , 本件申立てを退け, 私たちの上記主張には, 全く答

えることがなく, い わば ｢ 肩透か しJ をした｡

結局, 裁判所は, チ ェ ル ノブイリ報告書や福島県民健康管理調査の結果尊から, 子どもたちの生命身体 へ の被啓発生の危険性を正当に評

価し, ｢ 由々 しい事態の進行が懸念される｣ と強 い調子で断定し, 免田疎開札
｢被ばく被専を回避する 一 一

つの 抜本的方策として教育行政上

考慮す べき選択肢であるJ とまで述 べ ながら, 子 どもたちが郡山市に対して避難を求める権利を有することを認めず, 匙を行政に投げ, 司

法としては, こ の現在進行中の深刻な人権侵害を手を扱いて見て い るしかないと首 っ たのである｡ これ軋
｢人権の最後の砦｣ と して の司法

が担うづき最も重要な職安を放棄するもの にほかならず, 強く抗疏する｡

5 .郡山市を含む市町 札 福島県 国は,
せめ て司法の上記2 (D の藩政, 憂慮を深刻に受け止め, 速やかに子 どもたちの被ばく回避のため

の抜本的な措置をとる べきで ある｡

最後に, 今後行政を動か して いくために, 全国の , 全世界の心ある市民の皆様に更なる支援をお顔い した い ｡ 弁護団と しては , 新たな提

訴も選択肢の
一

つ として
.

一 日も早 い子どもたちの集団疎開の美現に向け, 力を尽くす所存である｡

以 上




